
平成 23 年 2 月 24 日 

 

 

各 位 

 

 

 

「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律 

第 7 条第 1項に規程する説明書類」の修正について 

 

 

 

株式会社 山形銀行（頭取 長谷川 吉茂）は、「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るため

の臨時措置に関する法律第 7 条第 1 項に規程する説明書類」を平成 22 年 5 月 14 日、8 月 10 日、

11月 10日および平成 23年 2月 10日に公表し、平成 22年 8月 4日に一部修正いたしましたが、金

額・件数に一部誤りがございましたので、別紙のとおり修正させていただきます。 

関係各位にご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。 

 

 

以 上 

 

 

 

本件に関するお問い合わせ先 

融資部（担当：押野、榎本、木村） 

TEL：023-623-1221（代表） 
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　（別表１）　貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額

　〔債務者が中小企業者である場合〕
（単位：百万円）

平成21年12月末 平成22年3月末 平成22年6月末 平成22年9月末 平成22年12月末

修正前 修正後 差異 修正前 修正後 差異 修正前 修正後 差異 修正前 修正後 差異 修正前 修正後 差異

貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額
7,475 7,475 0 26,533 26,368 -165 41,940 41,029 -911 67,676 62,775 -4,901 85,403 79,385 -6,018

うち、信用保証協会等による債務の保証を受けていなかった
貸付債権の額 5,872 5,872 0 20,359 20,194 -165 31,697 30,822 -875 51,791 46,926 -4,865 63,447 57,400 -6,047

うち、実行に係る貸付債権の額
2,206 2,206 0 16,450 16,285 -165 29,456 29,241 -215 47,681 43,459 -4,222 58,652 53,247 -5,405

うち、信用保証協会が条件変更対応保証を応
諾する旨の判断を示した貸付債権の額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

うち、謝絶に係る貸付債権の額
0 0 0 226 226 0 445 445 0 1,276 615 -661 1,848 1,205 -643

うち、信用保証協会が条件変更対応保証を応
諾する旨の判断を示した貸付債権の額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

うち、審査中の貸付債権の額
3,666 3,666 0 3,391 3,391 0 1,272 611 -661 2,252 2,270 18 2,288 2,288 0

うち、取下げに係る貸付債権の額
0 0 0 290 290 0 523 523 0 580 580 0 658 658 0

うち、信用保証協会等による債務の保証を受けていた貸付債
権の額 1,602 1,602 0 6,174 6,174 0 10,243 10,207 -36 15,885 15,849 -36 21,955 21,984 29

うち、実行に係る貸付債権の額
749 749 0 4,698 4,698 0 7,896 7,861 -35 12,387 12,352 -35 17,996 17,960 -36

うち、謝絶に係る貸付債権の額
0 0 0 0 0 0 361 361 0 990 990 0 1,681 1,681 0

うち、信用保証協会等が債務の保証を応諾す
る旨の判断を示した貸付債権の額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

うち、審査中の貸付債権の額
837 837 0 1,122 1,122 0 1,460 1,460 0 1,630 1,630 0 1,115 1,171 56

うち、取下げに係る貸付債権の額
14 14 0 352 352 0 524 524 0 876 876 0 1,162 1,170 8
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　（別表２）　貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数

　〔債務者が中小企業者である場合〕
（単位：件）

平成21年12月末 平成22年3月末 平成22年6月末 平成22年9月末 平成22年12月末

修正前 修正後 差異 修正前 修正後 差異 修正前 修正後 差異 修正前 修正後 差異 修正前 修正後 差異

貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数
264 264 0 1,056 1,052 -4 1,696 1,686 -10 2,537 2,521 -16 3,309 3,288 -21

うち、信用保証協会等による債務の保証を受けていなかった
貸付債権の数 107 107 0 477 473 -4 759 750 -9 1,158 1,143 -15 1,498 1,477 -21

うち、実行に係る貸付債権の数
62 62 0 409 405 -4 685 679 -6 1,044 1,031 -13 1,352 1,333 -19

うち、信用保証協会が条件変更対応保証を応
諾する旨の判断を示した貸付債権の数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

うち、謝絶に係る貸付債権の数
0 0 0 3 3 0 15 15 0 32 29 -3 57 55 -2

うち、信用保証協会が条件変更対応保証を応
諾する旨の判断を示した貸付債権の数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

うち、審査中の貸付債権の数
45 45 0 59 59 0 37 34 -3 54 55 1 56 56 0

うち、取下げに係る貸付債権の数
0 0 0 6 6 0 22 22 0 28 28 0 33 33 0

うち、信用保証協会等による債務の保証を受けていた貸付債
権の数 157 157 0 579 579 0 937 936 -1 1,379 1,378 -1 1,811 1,811 0

うち、実行に係る貸付債権の数
70 70 0 457 457 0 724 723 -1 1,110 1,109 -1 1,502 1,501 -1

うち、謝絶に係る貸付債権の数
0 0 0 1 1 0 28 28 0 54 54 0 97 97 0

うち、信用保証協会等が債務の保証を応諾す
る旨の判断を示した貸付債権の数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

うち、審査中の貸付債権の数
85 85 0 87 87 0 119 119 0 114 114 0 88 88 0

うち、取下げに係る貸付債権の数
2 2 0 34 34 0 66 66 0 101 101 0 124 125 1
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第５　法第４条に基づく措置の実施状況

　（別表３）　貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額

　〔債務者が中小企業者であって、当該中小企業者に対し他の金融機関も貸付債権を有する場合〕
（単位：百万円）

平成21年12月末 平成22年3月末 平成22年6月末 平成22年9月末 平成22年12月末

修正前 修正後 差異 修正前 修正後 差異 修正前 修正後 差異 修正前 修正後 差異 修正前 修正後 差異

信用保証協会等による債務の保証を受けていなかった貸付
債権に係る債務者のうち他の金融機関に対しても法の施行
日以後に貸付けの条件の変更等の申込みが行われたこと
を確認することができた者から、貸付けの条件の変更等の
申込みを受けた貸付債権の額

3,248 3,248 0 10,524 10,524 0 18,392 17,809 -583 26,345 25,906 -439 34,164 33,513 -651

うち、実行に係る貸付債権の額

398 398 0 7,611 7,611 0 16,634 16,734 100 23,511 23,709 198 30,679 30,711 32

うち、信用保証協会が条件変更対応保証を
応諾する旨の判断を示した貸付債権の額

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

うち、謝絶に係る貸付債権の額

0 0 0 226 226 0 432 432 0 1,129 446 -683 1,439 756 -683

うち、他の金融機関により法の施行日以後に
なされた貸付けの条件の変更等の実行を認
識していた場合の貸付債権の額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

うち、審査中の貸付債権の額

2,849 2,849 0 2,445 2,445 0 1,006 323 -683 1,386 1,432 46 1,720 1,720 0

うち、取下げに係る貸付債権の額

0 0 0 240 240 0 318 318 0 318 318 0 325 325 0

‐4‐



第５　法第４条に基づく措置の実施状況

　（別表４）　貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数

　〔債務者が中小企業者であって、当該中小企業者に対し他の金融機関も貸付債権を有する場合〕
（単位：件）

平成21年12月末 平成22年3月末 平成22年6月末 平成22年9月末 平成22年12月末

修正前 修正後 差異 修正前 修正後 差異 修正前 修正後 差異 修正前 修正後 差異 修正前 修正後 差異

信用保証協会等による債務の保証を受けていなかった貸付
債権に係る債務者のうち他の金融機関に対しても法の施行
日以後に貸付けの条件の変更等の申込みが行われたこと
を確認することができた者から、貸付けの条件の変更等の
申込みを受けた貸付債権の数

45 45 0 197 197 0 340 337 -3 521 518 -3 726 719 -7

うち、実行に係る貸付債権の数

18 18 0 161 161 0 306 307 1 455 453 -2 636 633 -3

うち、信用保証協会が条件変更対応保証を
応諾する旨の判断を示した貸付債権の数

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

うち、謝絶に係る貸付債権の数

0 0 0 3 3 0 13 13 0 20 16 -4 41 37 -4

うち、他の金融機関により法の施行日以後に
なされた貸付けの条件の変更等の実行を認
識していた場合の貸付債権の数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

うち、審査中の貸付債権の数

27 27 0 30 30 0 12 8 -4 37 40 3 39 39 0

うち、取下げに係る貸付債権の数

0 0 0 3 3 0 9 9 0 9 9 0 10 10 0
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第６　法第５条に基づく措置の実施状況

　（別表５）　貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額

　〔債務者が住宅資金借入者である場合〕
（単位：百万円）

平成21年12月末 平成22年3月末 平成22年6月末 平成22年9月末 平成22年12月末

修正前 修正後 差異 修正前 修正後 差異 修正前 修正後 差異 修正前 修正後 差異 修正前 修正後 差異

貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額

661 661 0 2,646 2,646 0 4,309 4,286 -23 5,783 5,719 -64 6,838 6,769 -69

うち、実行に係る貸付債権の額

132 132 0 1,192 1,192 0 2,172 2,172 0 3,185 3,162 -23 3,921 3,892 -29

うち、謝絶に係る貸付債権の額

0 0 0 142 142 0 536 536 0 866 843 -23 1,155 1,115 -40

うち、審査中の貸付債権の額

527 527 0 1,004 1,004 0 788 766 -22 678 661 -17 517 517 0

うち、取下げに係る貸付債権の額
1 1 0 307 307 0 811 811 0 1,052 1,052 0 1,243 1,243 0
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第６　法第５条に基づく措置の実施状況

　（別表６）　貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数

　〔債務者が住宅資金借入者である場合〕
（単位：件）

平成21年12月末 平成22年3月末 平成22年6月末 平成22年9月末 平成22年12月末

修正前 修正後 差異 修正前 修正後 差異 修正前 修正後 差異 修正前 修正後 差異 修正前 修正後 差異

貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数

47 47 0 197 197 0 312 311 -1 421 418 -3 495 491 -4

うち、実行に係る貸付債権の数

9 9 0 95 95 0 161 161 0 237 236 -1 294 292 -2

うち、謝絶に係る貸付債権の数

0 0 0 10 10 0 37 37 0 59 58 -1 75 73 -2

うち、審査中の貸付債権の数

37 37 0 68 68 0 57 56 -1 50 49 -1 32 32 0

うち、取下げに係る貸付債権の数
1 1 0 24 24 0 57 57 0 75 75 0 94 94 0
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